
医療法人社団 慶寿会 千代田中央病院 

通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション 

重要事項説明書 

 

1 医療法人社団 慶寿会 千代田中央病院 通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリ 

テーションの概要 

① 提供できるサービスの種類と地域 

名称 医療法人社団 慶寿会 千代田中央病院 

所在地 広島県山県郡北広島町有田1192 

介護保険指定番号 3413510615 

事業内容 通所リハビリテーション 

介護予防通所リハビリテーション 

通所リハビリテーション 

サービス提供地域 
広島県山県郡北広島町有田 

 

② 通所リハビリテーションの職員体制  

職種 常勤/非常勤 内容 

医師 常勤1名 管理業務 

理学療法士 常勤1名以上 機能訓練 

作業療法士 常勤1名以上 機能訓練 

 

③ 営業時間 

営業日 休日 

月曜日～金曜日 

（8：30～17：30） 

土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第

178号）に定める休日及び12月28日から翌年の1月3日、病院の

定めるお盆休暇 

  

④ サービス提供時間ならびに定員 

サービス提供曜日 サービス提供時間 定員 

月曜日～金曜日 
14：00～15：30 6名 

15：00～16：30 6名 

 



2 サービス内容 

  理学療法士等は、リハビリテーション評価を実施して「通所リハビリテーション実施計画書」

を作成し、ご利用者様やご家族様に説明・同意を頂いた後に通所リハビリテーションのサー

ビス提供を実施致します。 

当事業所の運営方針に基づき、ご利用者様が可能な限り、その居宅において有する能力に応 

じた自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテ 

ーションを提供し、利用者の心身機能の維持回復をもって生活機能の維持又は向上を目指します。 

 

3 基本料金 

 通所リハビリテーション料 （要介護1～5の方） 

 1時間～2時間までのリハビリテーションを行った場合1回として算定 

 １割負担 ２割負担 ３割負担 

要介護１ ３６９円/回 ７３８円/回 １,１０７円/回 

要介護２ ３９８円/回 ７９６円/回 １,１９４円/回 

要介護３ ４２９円/回 ８５８円/回 １,２８７円/回 

要介護４ ４５８円/回 ９１６円/回 １,３７４円/回 

要介護５ ４９１円/回 ９８２円/回 １,４７３円/回 

加算料金 

科学的介護推進体制加算 

利用者ごとのＡＤＬ値、栄養状態、口

腔機能認知症の状況その他の利用者の

心身の状況等に係る基本的な情報を、

厚生労働省に提出している場合算定 

１割負担 ４０円/月 

２割負担 ８０円/月 

３割負担１２０円/月 

中山間地域加算 

通常実施地域外かつ、厚生労働省が指

定する中山間地域に区分される地域に

居住する利用者にサービスを提供した

場合算定 

通所リハビリテーション

料の５％を加算 

退院時共同指導加算 

病院または診療所の退院前カンファ

レンス等に当事業所職員が参加し、

情報共有・共同指導を行った場合 

算定 

退院後１回に限り 

１割負担 ６００円/回 

２割負担１２００円/回 

３割負担１８００円/回 

減算料金 

送迎非実施減算 

利用者が自ら通う場合、利用者の家

族等が送迎を行う場合、片道につき

減算 

片道につき 

１割負担 ４７円/回 

２割負担 ９４円/回 

３割負担１４１円/回 



介護予防通所リハビリテーション料 （要支援1・2の方） 

 1時間～2時間までのリハビリテーションを行った場合、一月毎の算定 

要支援１は週１回、要支援２は週２回の通所を基本とする 

  １割負担 ２割負担 ３割負担 

要支援１ ２,２６８円/月 ４,５３６円/月 ６,８０４円/月 

要支援２ ４,２２８円/月 ８,４５６円/月 １２,６８４円/月 

加算料金 

科学的介護推進体制加算 

利用者ごとのＡＤＬ値、栄養状態、

口腔機能認知症の状況その他の利

用者の心身の状況等に係る基本的

な情報を、厚生労働省に提出してい

る場合算定 

１割負担 ４０円/月 

２割負担 ８０円/月 

３割負担１２０円/月 

中山間地域加算 

通常実施地域外かつ、厚生労働省が

指定する中山間地域に区分される

地域に居住する利用者にサービス

を提供した場合算定 

介護予防通所リハビリテ

ーション費の５％を加算 

退院時共同指導加算 

病院または診療所の退院前カンフ

ァレンス等に当事業所職員が参加

し、情報共有・共同指導を行った 

場合算定 

退院後１回に限り 

１割負担 ６００円/回 

２割負担１２００円/回 

３割負担１８００円/回 

減算料金 

１２月超減算 

利用者に対して、指定介護予防通所

リハビリテーションの利用を開始し

た月の属する月から起算して１２月

を超えて指定介護予防通所リハビリ

テーションを行なう場合は、１月に

つき減算 

要支援１ 

１割負担１２０円/月 

２割負担２４０円/月 

３割負担３６０円/月 

要支援２ 

１割負担２４０円/月 

２割負担４８０円/月 

３割負担７２０円/月 

その他の自己負担額 

サービス実施記録の複写 コピー代 11円/枚 

サービス提供地域以外の 

交通費 

通常実施地域以外の地域

の方は、通常実施地域を

超えた場所からの距離で

計算 

通常事業の実施範囲を越えた地点か

ら利用者宅までの往復距離を計測し

1キロメートルあたり15円を乗じて

得た額 



4 通所リハビリテーションサービス提供料の支払い方法 

 法定代理受領サービスに該当するサービスの場合、通所リハビリテーションの実績を基に、介 

護保険者へのサービス提供料の請求を行います。サービス提供月の翌月10日以降に利用者様へ 

の利用負担金の請求を行いますので、請求月末日までに、千代田中央病院総合受付の窓口支払 

いか、口座振込の方法のいずれかにてサービス利用負担金の支払いを行って下さい。口座振込 

の場合はサービス利用負担金の支払いが確認できた時点で領収書を発行致します。 

また、法定代理受領サービスに該当しない場合、利用料と居宅サービス費用基準額の間に不 

合理な差が生じぬようにするとともに、法定代理受領サービスを受けるための必要な援助を 

行います。 

  

5 キャンセル料 

甲の都合によるご利用の中止の場合は、ご利用予定日前日まで、あるいは急変等の場合にあっ 

ては、遅くともご利用当日のご利用開始予定時刻の１時間前までに、中止の旨のご連絡をお 

願いします。無断の利用中止などが発生した場合には、３回目の無断の利用中止より下記のキ

ャンセル料を申し受けることがありますので、ご了承ください。但し、利用者の容態急変など、

緊急かつやむをえない事情がある場合は、キャンセル料は不要です。また、継続的に無断の中

止利用が発生した場合には、契約の解除を申し出ます。 

  ※サービス利用日の無断利用中止   1,000円/日 

 

6 サービスの曜日変更・中止 

・サービスの曜日変更 

甲と乙の協議にて合意が得られた場合、予定されていた時間帯等の変更を変更する場合が

あります。 

・乙の交通事情や自然災害を理由による中止 

本事業の地域特性による豪雨・降雪等における通行規制や交通渋滞等で、当日のサービス提

供が困難な場合は、乙は甲に対してご利用の中止をお願い致します。 

この場合はサービス提供料の算定は致しません。 

・諸事情によるサービス提供時間の短縮・延長について 

予定していたサービス提供時間を甲と乙との合意により短縮または延長した場合は、サービ

ス提供票に計画された料金を算定致します。 

  

7 通所リハビリテーション契約の終了方法 

① ご利用者様の都合でサービスを終了する場合 

   １週間の予告期間をおいて通知することにより、契約を解除することが可能です。 



② 当事業所の都合でサービスを終了する場合 

   人員不足等やむを得ない事情により、サービスの提供を終了させて頂く場合がございます。 

   その場合は、終了１ヶ月前迄に、文書にて通知致します。 

  ③ ご利用者様が文書で通知することにより直ちに終了が可能となる場合 

   ・乙が正当の理由なくサービス提供を実施しない場合 

   ・乙が秘密保持等の契約に違反した場合 

   ・乙が社会通念上を逸脱する行為を行った場合 

   ・乙が破産した場合 

  ④ 当事業所が文書で通知することにより直ちに終了が可能となる場合 

   ・甲のサービス利用料金の支払いが請求した月末までに行われず、料金を支払うよう催告 

    した日より2週間以内に支払われない場合 

   ・甲が正当な理由なくサービスの中止を申し出て、それが度重なる場合 

   ・甲または丙が、乙に対して、この契約を継続し難いほどの背信行為を行った場合 

⑤ 自動終了の場合 

   以下の場合には、双方の通知が無くとも、自動的にサービスを終了致します。 

   ・甲が介護保険施設（介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設）に入 

    所された場合（短期入所を除く）や病院に入院した場合 

   ・甲が亡くなられた場合 

   ・甲が介護認定にて非該当（自立）と認定された場合 

 

8 事故発生時の対応 

指定通所リハビリテーション等の提供により事故が発生した場合は、速やかに区市町村、当

該ご利用者様のご家族様、当該ご利用者様に係る居宅介護支援事業所等に連絡を行うととも

に、必要な措置を講じます。また、事故の状況及び事故に際して採った処置について記録し、

その完結の日から２年間保存します。サービス提供により賠償すべき事故が発生した場合は、

損害賠償を速やかに行います。 

 

9 相談・苦情の対応 

ご利用者様及びそのご家族様からの相談・苦情等に対する窓口を設置し、ご要望、苦情等に

対し、迅速に対応します。 

相談・苦情に関しましては千代田中央病院 総合受付にご連絡ください 

連絡後に相談員（ソーシャルワーカー）が対応いたします。 

医療法人社団 慶寿会 千代田中央病院 地域連携室 ０８２６－７２－６１１１ 

    その他苦情相談窓口 

  北広島町役場 福祉課介護保険係 ０８２６－７２－７３５２ 

  広島県国民健康保険団体連合会  ０８２－５５４－０７８２ 



10 当事業所母体組織の概要 

法人等種別    医療法人社団 

母体施設名    医療法人社団 慶寿会 千代田中央病院 

代表者役職・氏名 理事長 北尾 憲太郎 

所在地      広島県山県郡北広島町有田1192 

電話番号     0826-72-6111 

事業内容     一般病棟 50床 

         療養病棟 70床 

         外来診療 健康管理センター 

標榜科目     内科、外科、整形外科、ﾍﾟｲﾝｸﾘﾆｯｸ外科、循環器内科、消化器内科 

リハビリテーション科、放射線科、眼科、耳鼻咽喉科、皮膚科 

麻酔科、人工透析内科 

 

 

 

重要事項説明書についての内容の説明を受け、下記の署名にて同意致します。 

 

                    年    月    日                

ご利用者様 

 

   ＜ 住所 ＞                            

 

   ＜ 氏名 ＞                            

 

ご家族様（代理人） 

 

   ＜ 住所 ＞                            

 

 ＜ 氏名 ＞                            

 

 

2023年  10月 1日 一部改訂 

2024年  6月 1日 一部改訂 

 

 


